
藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第１００１号 

                                                          

                              ２０２０年（令和２年）３月１２日 

                                                               

藤沢市長 鈴木 恒夫  様 

                       藤沢市個人情報保護制度 

                                        運営審議会会長  畠山 鬨之 

 

 

防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること及び 

目的外に提供することに伴う本人通知の省略について（答申） 

 

２０２０年（令和２年）２月２７日付けで諮問（第１００１号）された防犯意識の

普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本

人通知の省略について，次のとおり答申します。 

 

 

１ 審議会の結論 

(1) 藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。以下「条

例」という。）第１２条第２項第４号の規定による目的外に提供する必要性があ

ると認められる。 

(2) 条例第１２条第５項ただし書の規定による目的外に提供することに伴う本人

通知を省略する合理的理由があると認められる。 

 

２ 実施機関の説明要旨 

   実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たり個人情報を目的外に提供

する必要性及び目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理的理由は，

次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

本件については，２０２０年（令和２年）２月２５日付けで，神奈川県藤沢

警察署司法警察員から，犯罪捜査のため，刑事訴訟法第１９７条第２項に基づ

き，捜査関係事項照会書が提出され，藤沢駅南口デッキ上に設置している防犯

カメラが記録した画像データの情報提供を求められているものである。 

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定は，条例第１２条第２項第２号の法令等

に定めがあるときに該当せず，実施機関の裁量に委ねられている場合に該当す

るため，当該照会に対する防犯カメラの画像データの目的外提供について，藤

沢市個人情報保護制度運営審議会（以下「審議会」という。）に諮問するもので

ある。 

(2) 目的外に提供することについて 

ア 目的外に提供する個人情報 

藤沢駅南口デッキ上設置の防犯カメラの２０２０年（令和２年）２月２４

日午前０時３０分から午前１時００分までの画像データのうち捜査のため



必要と認められた部分 

イ  目的外の提供先 

神奈川県藤沢警察署司法警察員 

ウ  目的外提供の根拠規定 

刑事訴訟法第１９７条第２項 

エ  目的外提供に対する実施機関の考え 

(ｱ) 照会の法的位置づけ 

本件の個人情報の目的外提供に係る照会は，刑事訴訟法第１９７条第２

項の規定に基づくものである。 

 刑事訴訟法第１９７条第２項は，捜査については，公務所又は公私の団

体に照会して必要な事項の報告を求めることができる，としており，官庁・

公共団体その他のものに対する照会による報告の請求権を認めたものだが，

その照会に応じなければならない拘束力はない。 

 しかし，本件照会は，正当な請求権を有した神奈川県藤沢警察署司法警

察員によって行われたものである。 

(ｲ) 目的外に提供する必要性 

今回の照会に対する画像提供の具体的な必要性について，捜査機関であ

る藤沢警察署に問い合わせたところ，今回の照会の基になった事案は，東

日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）藤沢駅構内の南北自

由通路において，男性（以下「被害者」という。）が通行中，別の男性グル

ープとトラブルになり，そのうちの１人又は２人（以下「加害者」という。）

から暴行され，重傷を負ったものであり，被害者から被害届が提出された

ため，傷害事案として捜査を開始した，とのことである。 

被害者は，事件当時酒に酔った状態であり，なぜ暴行を受けたのか，暴

行を受けたこと自体に間違いがないかを含め記憶が曖昧であることから，

事実関係を確認する必要がある，とのことである。また，犯行は顔見知り

によるものではなく，偶発的に発生したトラブルが原因で暴行されたと推

察されることから，どのようなトラブルがあり暴行されるに至ったかにつ

いても確認したい，とのことである。 

なお，同駅構内にＪＲ東日本が設置している防犯カメラには，被害者と

加害者らが小田急線改札やリエール藤沢を結ぶ通路から現れ，南北自由通

路へ向かい，しばらくした後，加害者が同駅北口方面へ現場から立ち去る

状況が映し出されているが，犯行現場周辺は当該防犯カメラの死角になっ

ており，犯行の一部始終が確認できないことから，現場周辺を別の角度か

ら撮影している本市の防犯カメラには記録されている可能性があるため，

画像の提供を依頼した，とのことである。 

 本市の防犯カメラに本事案の一部始終が記録されている可能性が高く，

市の実施機関として，他の手段では代替することが困難なものと判断し，

また，当該画像データにおける個人情報の内容と保護の必要性，及び本事

案の事実関係を明らかにするという今回の提供の趣旨を勘案した結果，当

該画像データを目的外に提供する必要性があると判断したものである。 

(3) 目的外に提供することに伴う本人通知の省略について 



個人情報を目的外に提供する場合，当該個人情報の帰属する本人にあらかじ

めその旨を通知する必要がある。しかし，本件の目的外提供は，捜査のために

行うものであり，今回照会対象となっている画像データに映っている個人が本

事案に関与している可能性があるため，本人通知をした場合には，当該捜査の

遂行に支障をきたすことを捜査機関に確認している。また，目的外に提供する

個人情報は，画像データであり，撮影区域には不特定多数の者が立ち入るため，

当該画像データから個人を特定することができないため，本人に個別に通知す

ることは困難であることから，本件の照会における目的外提供においては，本

人通知を省略する合理的な理由があると判断したものである。 

(4) 画像データの提供方法 

照会の対象となっている画像データは，カメラ本体内のＳＤカードに記録さ

れており，その後，画像処理用パソコンにダウンロードし，仮保存した状態で

あることから，提供に当たっては，神奈川県藤沢警察署司法警察員による確認

を経て，当該司法警察員が必要と判断し，実施機関が適当と認めた部分のみを

選択し提供することとする。 

 なお，提供する際は，条例施行規則第１１条に規定する，提供を受けるもの

が執る措置を遵守することを求める旨を記載した回答書を交付することとする。 

(5) 目的外に提供する時期 

２０２０年（令和２年）３月１２日 

(6) 添付書類 

ア 捜査関係事項照会書（写し） 

イ 回答書（案） 

ウ 藤沢駅南口の防犯カメラ設置場所と事件発生現場の位置関係図 

エ 藤沢市街頭防犯カメラ運用基準 

オ 個人情報取扱事務届出書 

 

３ 審議会の判断理由 

   当審議会は，次に述べる理由により，「１ 審議会の結論」 (1)及び(2)のとお

りの判断をするものである。 

(1) 目的外に提供する必要性について 

実施機関では，個人情報を目的外に提供する必要性について，次のように述

べている。 

捜査機関である藤沢警察署に問い合わせたところ，今回の照会の基になった

事案は，ＪＲ東日本藤沢駅構内の南北自由通路において，被害者が通行中，別

の男性グループとトラブルになり，そのうちの１人又は２人（以下「加害者」

という。）から暴行され，重傷を負ったものであり，被害者から被害届が提出さ

れたため，傷害事案として捜査を開始した，とのことである。 

被害者は，事件当時酒に酔った状態であり，なぜ暴行を受けたのか，暴行を

受けたこと自体に間違いがないかを含め記憶が曖昧であることから，事実関係

を確認する必要がある，とのことである。また，犯行は顔見知りによるもので

はなく，偶発的に発生したトラブルが原因で暴行されたと推察されることから，

どのようなトラブルがあり暴行されるに至ったかについても確認したい，との



ことである。 

なお，同駅構内にＪＲ東日本が設置している防犯カメラには，被害者と加害

者らが小田急線改札やリエール藤沢を結ぶ通路から現れ，南北自由通路へ向か

い，しばらくした後，加害者が同駅北口方面へ現場から立ち去る状況が映し出

されているが，犯行現場周辺は当該防犯カメラの死角になっており，犯行の一

部始終が確認できないことから，現場周辺を別の角度から撮影している本市の

防犯カメラには記録されている可能性があるため，画像の提供を依頼した，と

のことである。 

本市の防犯カメラに本事案の一部始終が記録されている可能性が高く，市の

実施機関として，他の手段では代替することが困難である。 

以上のことから判断すると，目的外に提供する必要性があると認められる。 

(2) 目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理的理由について 

実施機関では，個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知の省略につ

いて，次のように述べている。 

個人情報を目的外に提供する場合，当該個人情報の帰属する本人にあらかじ

めその旨を通知する必要がある。しかし，本件の目的外提供は，捜査のために

行うものであり，今回照会対象となっている画像データに映っている個人が本

事案に関与している可能性があるため，本人通知をした場合には，当該捜査の

遂行に支障をきたすことを捜査機関に確認している。また，目的外に提供する

個人情報は，画像データであり，撮影区域には不特定多数の者が立ち入るため，

当該画像データから個人を特定することができないため，本人に個別に通知す

ることは困難である。 

以上のことから判断すると，目的外に提供することに伴う本人通知を省略する

合理的理由があると認められる。 

 

 

以  上 

 


